
第6表民事通常訴訟事件の新受件数推移
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(注） 1集合事件とは消費者金融等が提起する貸金返還請求事件,立替金請求事件等である。
2平成20年の不当利得件数は,事件管理ブﾛダﾗﾑで抽出した不当利得返還請求等(不当利得返還，
過払金請求,債務不存在確認請求)の件数に0.9をかけた概数であり,平成21年から29年は簡民P
から事件名が不当利得返還請求及び過払金請求を抽出した件数である。
3平成30年の数値については, 【平成29年の累計値×(平成30年9月までの累計値÷平成29年
9月までの累計値)]で算出した推計値である。

支払督促事件の新受件数推移 第7表
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(注）平成30年の数値については, I平成29年の累計値×(平成30年9月までの累計値÷平成29年
9月までの累計値)】で算出した推計値である。
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第8表少額訴訟事件の新受件数推移

(東京簡裁･年別･平成20年～30年）件
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第9表
民事調停事件の新受件数推移

(東京簡裁･年別･平成20年～30年）
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(注） 1その他とは宅地建物,交通,公害商事,農事調停である。

2第8表及び第9表はいずれも平成30年の数値については, 【平成29年の累計値×(平成30年9月までの累計値
÷平成29年9月までの累計値)】で算出した推計値である。
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